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兵庫県土地家屋調査士会 

のしおり



 兵庫県土地家屋調査士会 

 

 
  

 郵便番号 650-0017 

  所 在 地 神戸市中央区楠町２丁目１番１号 

  電   話 (078)341－8180 

  Ｆ Ａ Ｘ  (078)341－8115 

  Ｅ - m a i l info@chosashi-hyogo.or.jp 

    Ｕ Ｒ Ｌ http://www.chosashi-hyogo.or.jp 
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土地家屋調査士となる資格をお持ちの皆様へ 

 

土地家屋調査士としての業務をするためには 

 

 日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿（以下「名簿」

という。）に登録を受けなければなりません。（土地家屋調査士法第８条第

１項） 

 

 

名簿に登録を受けるためには 

 

 事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区

域内に設立された土地家屋調査士会に入会手続きをとらなけばなりませ

ん。（土地家屋調査士法第９条第１項、同法第 52 条第１項） 

 

 

非調査士の取締り 

 

 土地家屋調査士となる資格を持っていても、名簿に登録し、土地家屋調

査士会に入会しなければ、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登

記につき、必要な土地又は家屋に関する調査・測量・申請手続き又は審査

請求の手続きをすることを業としてすることはできません。（土地家屋調

査士法第 68 条第１項、同法第 73 条第１項） 

 また、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならないこ

ととされています。（土地家屋調査士法第 68 条第３項、同法第 74 条） 
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土地家屋調査士新規登録手続き等の要領及び注意事項 

 

 

１ 趣 旨 

 この要領は、新たに土地家屋調査士として兵庫県内に事務所を開設して

登録を受け、兵庫県土地家屋調査士会に入会しようとする者の手続き、提

出書類等について、法令、日本土地家屋調査士会連合会会則及び兵庫県土

地家屋調査士会会則等に定めるところにより、申請者の便に供するため作

成したものである。 

 

２ 申請から登録完了までの手続きの概要 

 別紙１のとおり 

 

３ 提出書類等 

 (1) 本人が、直接本会事務局へ持参すること。 

 (2) 提出を要する書類等は、別紙２のとおり 

 (3) 登録免許税の収入印紙は、必ず正本に貼付し、収入印紙は消印し

ないこと。 

 (4) 履歴書の記載要領 

  ア 「学歴」欄は中学卒業以降のものを記載することとし、測量学校

等土地家屋調査士業務に関係の深いものは記載すること。 

  イ 「免許・資格」欄は、司法書士、行政書士、測量士（測量士補を

含む。）、建築士等土地家屋調査士業務に関係の深いものを優先的に

記載すること。 

 (5) 事務所の実態調査を当会の支部役員が行う。 

 (6) 実地調査後、本会総務部による面談を行う。 

 

４ 日本土地家屋調査士会連合会の登録 

 登録は、毎月１日、10 日、20 日の３回 

 

５ 登録に要する日数 

 登録申請書受付後、約１か月程度 
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⑪

支　部　長

登録証、会員証等

必要書類の受領

・登録通知書
・土地家屋調査士名簿

・登録審査

⑧登録証・名簿作成・登録通知書発行

・官報公告

⑧

⑨ ⑩

・入会手続き

・連合会へ登録確認

⑨申請者に登録年月日、登録番号、

　登録証交付日時の連絡

⑩登録通知書の発送

申　請　者

⑥

・会長意見書作成

⑦連合会へ進達

日本土地家屋調査士会連合会 兵庫県土地家屋調査士会

⑥総務部による面談

④事務所調査

③ ④

⑤意見書作成
⑤

兵庫県土地家屋調査士会 支　部　長

③意見書依頼

・登録証交付

⑪支部長へ関係書類発送

神戸地方法務局申　請　者

・内部決裁

14．印鑑紙
15．事務所所在図

1．領収書（本会、連合会）
2．受領書
3．支部長名簿
4．登録申請書（副本）

①

9．住民票
10．戸籍抄本
※住民票に本籍記載の際は、不要

11．身分証明書（市町発行）

12．誓約書
13．職印届

3．登録申請書（正本）
4．登録申請書（副本）
5．登録免許税（収入印紙30,000円）

6．合格証書（写し）
7．履歴書
8．写真

土地家屋調査士新規登録手続きについて（別紙１）

申　請　者 兵庫県土地家屋調査士会

1．入会届
2．入会金等 ②



（別紙２） 

 

兵庫県土地家屋調査士会新規登録に必要な書類一覧 

 

（書 類） 

１．入 会 届                       ２部 

２．登録申請書 （正本）                  １部 

（※登録免許税として、収入印紙 30,000 円を貼付） 

〃  （副本）                  ２部 

３．土地家屋調査士となる資格を証する書面          １部 

  合格証書原本と写し 

４．履 歴 書                       ３部 

５．写   真 提出前３か月以内撮影    縦 4cm×横 3cm  ６葉 

       （無帽、無背景の正面上半身のもの） 

６．住 民 票                       １部 

（提出前３か月以内に交付され、かつマイナンバーの記載のないもの） 

７．戸 籍 抄 本 (提出前３か月以内の交付）          １部 

 ※住民票に本籍の記載がある際は、不要 

８．破産者でない証明書                   １部 

 （提出前３か月以内交付の市町村身分証明書）  

９．誓 約 書                       １部 

10．職 印 届                       １部 

11．印 鑑 紙                       １部 

12．事務所所在図                      ２部 

 

（登録手数料） 

１．登録手数料  （日本土地家屋調査士会連合会） ２５，０００円 

２．入 会 金  （本   会）         ５０，０００円 

３．入会協力金  （  〃  ）        １００，０００円 

４．事務所表札代 （  〃  ）          ９，５００円 

５．会員徽章代  （  〃  ）          １，０００円 

 

                      計 １８５，５００円 



年 月 日

（〒　　　　　）

（〒　　　　　）

支部名

入　　　　会　　　　届

そ の 他
資     格

事務所電話

Ｅメール
アドレス

　兵庫県土地家屋調査士会長　殿

 氏　名　　　　　　　　 　　　印

民間紛争
解決手続
代理認定

　　　　年　　　月　　　日　認　　定 認定証書番号  第 　　　　　　号

調査士と
なる資格
の 種 類

合格証書番号  第　　　　 　　号　　　　年　　　月　　　日　試験合格

自宅電話

大
昭
平
　　  年 　　月 　　日

本　　籍

氏名及び
生年月日

　ふりがな

兵庫県土地家屋調査士会会則第６条及び第８１条の規定により入会金を

ＦＡＸ

添えて入会届を提出します。

住　　所

事 務 所
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1
2
3

（注）裏面の注記を読んで記入すること。

　氏　名　　　　　　　　　　　　　　印

土地家屋調査士登録申請書収入印紙

日本土地家屋調査士会連合会長　殿

正 副

　　　　年　　　月　　　日

氏　　名
男・女 　　  年 　　月 　　日

大
昭
平

（ふりがな）

　　　　　年　　　月　　　日　大臣認定

　　　　　年　　　月　　　日　旧法第3条

本　　籍

住　　所
（〒　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（　　　　）　　　　－

事 務 所
所 在 地

（〒　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（　　　　）　　　　－

号・附則第３項

　　私は、土地家屋調査士となる資格を有し、かつ、欠格事由に該当しないので

　土地家屋調査士の登録を受けたく、土地家屋調査士法第９条第１項及び同法施

　規則第１５条の規定により申請します。

合格証書番号  第　　　　 　　号

認定証書番号  第　　　　 　　号資　　格

　　　　　年　　　月　　　日　試験合格

　当土地家屋調査士会に入会の手続をとりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
※入会手続

　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　　　　　　　　　　　　　職印

　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県土地家屋調査士会

民間紛争解決
手続代理認定

　　　　　年　　　月　　　日　認　　定 認定証書番号  第　　　　 　　号
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　　　　　査士法第３条１号、２号及び３号の、附則第３項は昭和２５年法律第２２８号附則第３項の各規定を

　　　　２．収入印紙欄に収入印紙をはりきれない場合、又は現金納付に係る領収書による場合には、備考欄に

（注記）１．申請者は※欄は記入しないこと。

　　　　　はり付けること。

登　 録　 番　 号 第　　　　　　　　　号

登  録  証  交  付 年　　　月　　　日　交付　　　　　印

　　　　　いい、これらの規定によって、資格を取得した者は該当規定を○で囲むこと。

　　　　４．正本、副本の別を○で囲むこと。

土地家屋調査士会通知 年　　　月　　　日　通知　　　　　印

備　　　　　　　　　　　考

　　　　３．資格欄中旧法、第３条第１号、２号及び３号は昭和３５年法律第１４号による改正前の土地家屋調
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履   歴   書 

（ふ り が な） 

氏    名 

  

  
男
明・大・昭 

年  月  日生 

（旧 姓） 

本    籍  

現  住  所  

事務所所在地  

学  歴  ・  職  歴 

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  

免  許 ・ 資  格 

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  

年 月 日  
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職          歴 

自 

至 
 

自 

至 
 

自 

至 
 

自 

至 
 

自 

至 
 

自 

至 
 

自 

至 
 

自 

至 
 

自 

至 
 

賞          罰 

年  月  日  

年  月  日  

年  月  日  

年  月  日  

年  月  日  

年  月  日  

  年   月   日 現在 

 

上記のとおり相違ありません      

         年   月   日 

 

                         氏名            印 
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届

氏　　名

生年月日

土地家屋調査士

年　　　月　　　日生

平成　 　年　　　月　　　日

兵庫県土地家屋調査士会長　殿

事務所所在地

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　職印

印鑑（各1.8㎝）

印　鑑

事 務 所

印　鑑

改　印

登 録 番 号　　　第　　　　　　号

印　　鑑　　紙

　　下記のとおり職印を
定めましたので

改印しましたので
会則

第９条

第10条
の規定により

　印鑑紙を添付してお届けします。
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